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南あわじ市子育て応援シンボルキャラクター 

南あわじ市子ども・子育て会議（第 12 回） 

会 議 次 第 

 

日時：平成 29 年 8 月 8 日（火）午後 1 時 30 分～ 

場所：南あわじ市役所 ３０４・３０５会議室 

 

１．開 会     

   

２．挨 拶  南あわじ市長 守
もり

本
もと

 憲
かず

弘
ひろ

 

 

  ※委嘱状の交付 新委員：居
い

内
うち

 和廣
かずひろ

 様 

          新委員：里
さと

深
ふか

 明宏
あきひろ

 様 

 

３．議 題 

  

※副会長の選任について 

 

（１）南あわじ市子ども・子育て支援事業計画の平成２８年度実績について 

                      P．2～7   資料１～３ 

 （２）南あわじ市子ども・子育て支援事業計画の平成２９年度進捗状況について 

                        P．8～12  資料１～４ 

 （３）中間年の見直しについて         P．13～17 資料５ 

                     

 （４）保育所再編事業の進捗状況について          資料６ 

 

 （５）委員任期について                  資料７ 

    ２年任期 

    現 委 員：平成２７年１０月１日～平成２９年９月３０日 

    次期委員：平成２９年１０月１日～平成３１年９月３０日 

 

（６）その他 

 

    ※次回開催  １０月  日（  ） １３：３０～ 

 

４．閉 会 
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☆平成 28 年度子ども・子育て支援事業計画の実績について 

１．教育・保育施設                       資料１ 

（１）幼稚園及び認定こども園（保育の必要のない児童）         

１）幼稚園（公立３園・私立１園）      

      １号（３歳以上）１０１人（湊・津井・志知）+５人（淡路さゆり）   

２）幼保連携型認定こども園（公立１園・私立２園）    

      １号（３歳以上）２人（伊加利）+１人（松帆南） 

  ※確認を受けない幼稚園（洲本市：柳幼稚園）１６人を含む。 

                           単位：人 

28実績 28計画 27実績 27計画

①量の見込み 合計 125 123 107 126

1号 125 40 107 41

2号（教育） 0 83 0 85

②確保方策 教育・保育施設（幼稚園、認定こども園） 123 123 126 126

②－① ▲ 2 0 19 0
 

 

 （２）保育所及び認定こども園（保育の必要な児童）     

保育所・保育園（公立 11 園･私立 1 園）   

幼保連携型認定こども園（公立１園・私立２園） 

小規模保育所１ヵ所、事業所内保育所 2 ヵ所           単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28実績 28計画 27実績 27計画

①量の見込み 合計 1,330 1,312 1,354 1,326

2号（保育） 1,000 1,014 1,025 1,036

3号（0歳） 52 21 59 22

3号（1～2歳） 278 277 270 268

②確保方策 合計 1,330 1,312 1,354 1,326

教育・保育施設（保育所、認定こども園） 1,304 1,306 1,327 1,320

2号（保育） 994 1,014 1,025 1,036

市内 982 994 999 1,016

広域利用受入 12 20 26 20

3号（保育） 310 292 302 284

市内 303 282 297 274

広域利用受入 7 10 5 10

地域型保育事業（小規模保育・事業所内保育） 26 6 27 6

2号（保育） 6 - -

3号 20 6 27 6

②－① 0 0 0 0
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２．地域子ども・子育て支援事業 

 （１）利用者支援事業                 ≪子育て支援課≫ 

    平成２８年４月～「子育て支援コンシェルジュ」１名配置    資料２ 

 ※「平成 28 年度兵庫県子育て支援員研修」＜利用者支援事業＞受講  

     

 （２）延長保育事業 （０歳～５歳）          ≪子育て支援課≫ 

     市立保育所２園、幼保連携型認定こども園２園         

単位：人 

28実績 28計画 27実績 27計画

合計 171 690 194 697

2号（保育） 106 537 127 549

3号（保育） 65 153 67 148

②確保方策 延長保育事業 659 659 654 654

②-① 488 ▲ 31 460 ▲ 43

①量の見込み

 

※市立保育所２園（市保育所、神代保育所） 

 ２号（保育）９５人 

 ３号（保育）６５人 

      ・延長時間： 7：00～7：30 

            18：30～19：00 

       

※幼保連携型認定こども園（松帆南･北）※以下の数値は上記表に含む 

２号（保育）１１人 

 ３号（保育） ０人 

・短時間認定   7：30～8：30、16：30～18：30 

・標準時間認定 18：30～19：00 

 

 

☆保育時間について 

     ◇公立保育所（市・神代保育所除く） 

２号・３号認定：短時間 8：00～16：00 

       ２号・３号認定：標準時間 8：00～18：00 

土曜日は、8：00～12：00 

     ◇幼保連携型認定こども園（松帆南・北） 

       １号認定 8：30～14：00 

       ２号・３号認定：短時間 8：30～16：30 

       ２号・３号認定：標準時間 7：30～18：30 

       土曜日は、8：00～18：30 
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（３）放課後児童クラブ（学童保育）（小学 1 年生～６年生） ≪体育青少年課≫ 

 

開設区 １１ヵ所  登録人数２４５人              資料３ 

※未開設校区５ヵ所（辰美・湊・西淡志知・三原志知・沼島）    

単位：人 

28実績 28計画 27実績 27計画

①量の見込み 245 349 231 356

②確保方策 300 300 280 280

②-① 55 ▲ 49 49 ▲ 76

      単位：人 

小学校区 年度 1年 2年 3年 4年 5年 6年 実績 ①量の見込
み

②確保方策
(定員)

②-①

H28 22 11 13 46 40 40 0

H27 13 17 10 1 41 40 40 0

H28 5 6 1 12 20 20 0

H27 7 4 11 20 20 0

H28 13 14 5 32 30 30 0

H27 16 9 1 26 30 30 0

H28 7 14 7 2 30 30 30 0

H27 18 8 6 32 30 30 0

H28 17 11 9 37 30 30 0

H27 13 14 5 1 33 30 30 0

H28 8 10 6 24 20 20 0

H27 13 9 4 26 20 20 0

H28 12 6 3 1 22 20 20 0

H27 5 4 3 1 13 20 20 0

H28 4 6 3 13 25 25 0

H27 7 5 4 2 18 25 25 0

H28 2 3 5 20 20 0

H27 3 5 2 10 20 20 0

H28 8 6 7 1 22 25 25 0

H27 7 10 2 19 25 25 0

H28 1 1 2 20 20 0

H27 1 1 2 20 20 0

H28 0 0 0 0 0 0 0 69 20 ▲ 49

H27 0 0 0 0 0 0 0 76 0 ▲ 76

H28 98 85 57 4 0 1 245 349 300 ▲ 49

H27 102 86 36 6 1 0 231 356 280 ▲ 76

11

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

神代

賀集

合計

倭文

広田

榎列

八木

市

北阿万

阿万

松帆

福良

未開設校区
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（４）子育て短期支援事業（ショートステイ）（０～５歳）≪子育て支援課≫ 

３施設（淡路学園・明石乳児院・聖智学園）  

                           単位：人 

28実績 28計画 27実績 27計画

①量の見込み 12 26 0 26

②確保方策 26 26 26 26

②-① 14 0 26 0

 

     

（５）乳児家庭全戸訪問事業               ≪健康課≫ 

   訪問率 98.1％               単位：人／年 

28実績 28計画 27実績 27計画

①量の見込み 355 346 352 352

②確保方策 346 346 352 352

②-① ▲ 9 0 0 0

 

 

 

 

実績内訳 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
対象 31 38 26 27 27 29 28 32 34 30 30 30 362
訪問件数 30 38 25 27 27 28 27 31 33 29 30 30 355

 
 

（６）養育支援訪問事業        ≪健康課・福祉課・子育て支援課≫  

                 単位：人／年 

28実績 28計画 27実績 27計画

①量の見込み 0 9 0 9

②確保方策 9 9 9 9

②-① 9 0 9 0

 

 

（７）地域子育て支援拠点事業（０～２歳）        ≪子育て支援課≫ 

                    単位：人日／年 

28実績 28計画 27実績 27計画

①量の見込み 12,079 9,780 11,107 9,552

②確保方策 9,780 9,780 9,552 9,552

②-① ▲ 2,299 0 ▲ 1,555 0

 

   ※平成 28 年 9 月 1 日より拠点を「働く婦人の家」から「旧二宮保育所跡地」へ移転 

※4 か月健診までに訪問できなかった理由 

→長期里帰り他市在住(海外含む)等 

◇登録人数 663 人 

(うち 0～2 歳は 510 人) 

◇イベント開催 395 回 

実績は、イベント参加合計人数 

（子ども人数のみ） 
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（８）一時預かり事業            ≪子育て支援課・学校教育課≫ 

                           

① 幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（３～５歳） 

公立３園・公立認定こども園１園・私立幼稚園で実施 

                      単位：人日／年 

28実績 28計画 27実績 27計画

①量の見込み 19,981 29,520 20,263 30,240

②確保方策 29,520 29,520 30,240 30,240

②-① 9,539 0 9,977 0

 

 

② 保育所における在園児以外の一時預かり（０～５歳）    

公立保育所２園・ファミリーサポートくらぶで実施 

単位：人日／年          

28実績 28計画 27実績 27計画

①量の見込み 1,235 1,576 1,564 1,582

②確保方策 1,576 1,576 1,582 1,582

②-① 341 0 18 0

 

  単位：人 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

ちどり保育所 15 25 49 37 46 46 45 39 56 49 66 61 534

志知保育所 30 49 56 48 64 79 44 65 75 63 57 55 685

ファミリーサポート - - - - - - - - - - - - 16

合計 45 74 105 85 110 125 89 104 131 112 123 116 1,235  

 

 

（９）病児・病後児保育事業              ≪子育て支援課≫ 

                   単位：人日／年 

28実績 28計画 27実績 27計画

①量の見込み 0 338 0 340

②確保方策 0 338 0 340

②-① 0 0 0 0  
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（10）ファミリー・サポートセンター事業    ≪子育て支援課（児童館）≫ 

単位：人日／年  

   

2 8 実 績 2 8 計 画 2 7 実 績 2 7 計 画

①量の見込み 0 170 0 173

②確保方策 0 170 0 0

②-① 0 0 0 ▲ 173  
 

（11）妊婦健康診査                      ≪健康課≫ 

     

    制度改正により、償還払いから平成２７年 4 月より助成券方式を導入。  

                                 単位：人、回／年 

28実績 28計画 27実績 27計画

①量の見込み 365 365 376 376

妊婦健康診査 542 365 560 376

健診回数 4,062 4,704 5,298 4,858

②-① 177 0 184 0

②確保方策

 
 

☆妊婦健康診査：542 人、健診回数 4,062 回の内訳 

     平成 28 年度交付分（325 人）の健診回数 2,455 回 

     平成 27 年度交付分（217 人）の健診回数 1,607 回 

 

 
（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業         ≪子育て支援課≫ 

 

 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

≪子育て支援課≫ 
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☆平成 29 年度子ども・子育て支援事業計画の進捗状況について 

１．教育・保育施設               平成 29 年７月 1 日現在 資料１ 

（１）幼稚園及び認定こども園（保育の必要のない児童）         

１）幼稚園（公立３園・私立１園）      

      １号（３歳以上）８２人（湊・津井・志知）+７人（淡路さゆり）   

２）幼保連携型認定こども園（公立１園・私立２園）    

      １号（３歳以上）２人（伊加利のみ） 

※確認を受けない幼稚園（洲本市：柳幼稚園）１５人を含む。 

                   単位：人 

29進捗 29計画
①量の見込み 合計 106 122

1号 106 40
2号（教育） 0 82

②確保方策 教育・保育施設（幼稚園、認定こども園） 123 122
②－① 17 0

 

 （２）保育所及び認定こども園（保育の必要な児童）          

保育所・保育園（公立 11 園･私立 1 園）   

幼保連携型認定こども園（公立１園・私立２園） 

小規模保育所１ヵ所、事業所内保育所 2 ヵ所   単位：人 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29進捗 29計画

①量の見込み 合計 1,341 1,295

2号（保育） 980 1,002

3号（0歳） 43 21

3号（1～2歳） 318 272

②確保方策 合計 1,341 1,295

教育・保育施設（保育所、認定こども園） 1,314 1,289

2号（保育） 975 1,002

市内 963 982

広域利用受入 12 20

3号（保育） 339 287

市内 336 277

広域利用受入 3 10

地域型保育事業（小規模保育・事業所内保育） 27 6

2号（保育） 5 -

3号 22 6

②－① 0 0
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２．地域子ども・子育て支援事業 

 （１）利用者支援事業                 ≪子育て支援課≫ 

 

    平成２８年４月～「子育て支援コンシェルジュ」１名配置    資料２ 

     

 （２）延長保育事業 （０歳～５歳）          ≪子育て支援課≫ 

 

     市立保育所２園  

※幼保連携型認定こども園（松帆）は、平成２９年度より未実施。 

単位：人 （平成 29 年 7 月 1 日現在） 

29進捗 29計画

合計 27 680

2号（保育） 16 531

3号（保育） 11 149

②確保方策 延長保育事業 659 664

②-① 632 ▲ 16

①量の見込み

 

（３）放課後児童クラブ（学童保育）（小学 1 年生～６年生） ≪体育青少年課≫ 

 

開設区 １３ヵ所  登録人数２８３人 （平成 29 年 7 月 1 日現在）資料３ 

※未開設校区３ヵ所（西淡志知・三原志知・沼島）             単位：人 

小学校区 1年 2年 3年 4年 5年 6年 実績 ①量の見
込み

②確保方
策(定員)

②-①

1 広田 23 20 11 2 56 40 40 0

2 倭文 6 3 5 0 14 20 20 0

3 榎列 6 12 10 0 28 30 30 0

4 八木 14 7 10 3 34 30 30 0

5 市 20 17 7 2 46 30 30 0

6 神代 6 6 8 1 21 20 20 0

7 賀集 6 10 5 1 22 20 20 0

8 北阿万 11 2 6 1 20 25 25 0

9 阿万 5 2 0 1 8 20 20 0

10 松帆 10 8 3 2 1 24 25 25 0

11 福良 3 0 0 0 1 4 20 20 0

☆ 12 湊 2 0 0 0 2 25 0

☆ 13 辰美 2 1 0 0 1 4 25 0

未開設校区 0 0 0 0 0 0 0 0 ▲ 16

合計 114 88 65 13 2 1 283 346 330 ▲ 16

66

 

 ☆印・・・平成 29 年度より新規開設校区 
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（４）子育て短期支援事業（ショートステイ）（０～５歳）≪子育て支援課≫ 

 

３施設（淡路学園・明石乳児院・聖智学園） （平成 29 年 6 月末現在） 

             単位：人 

29進捗 29計画

①量の見込み 0 25

②確保方策 25 25

②-① 25 0

 

     

（５）乳児家庭全戸訪問事業               ≪健康課≫ 

 

   訪問率 100％    単位：人／年                  （平成 29 年 6 月末現在） 

29進捗 29計画

①量の見込み 84 336

②確保方策 336 336

②-① 252 0

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
対象 24 29 31 84
訪問件数 24 29 31 84

 
 

（６）養育支援訪問事業        ≪健康課・福祉課・子育て支援課≫  

 

         単位：人／年          （平成 29 年 6 月末現在） 

29進捗 29計画

①量の見込み 0 9

②確保方策 9 9

②-① 9 0

 

 

（７）地域子育て支援拠点事業（０～２歳）        ≪子育て支援課≫ 

 

            単位：人日／年             （平成 29 年 6 月末現在） 

29進捗 29計画

①量の見込み 1,621 9,588

②確保方策 9,588 9,588

②-① 7,967 0

 

◇登録人数：400 人(うち 0～2 歳は 363 人) 

◇出前・年齢別・ままひろば 開催 121 回 

プレイルーム利用の合計人数（子どものみ） 
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（８）一時預かり事業            ≪子育て支援課・学校教育課≫ 

                           

① 幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（３～５歳） 

 

公立３園及び公立認定こども園１園・私立幼稚園で実施 

 

          単位：人日／年       （平成 29 年 6 月末現在） 

29進捗 29計画

①量の見込み 4,778 29,280

②確保方策 29,280 29,280

②-① 24,502 0  

       ※数値は、見込み数 

 

② 保育所における在園児以外の一時預かり（０～５歳）    

公立保育所２園・ファミリーサポートくらぶで実施 

 

単位：人日／年         （平成 29 年 6 月末現在） 

29進捗 29計画

①量の見込み 175 1,550

②確保方策 1,550 1,550

②-① 1,375 0

         単位：人 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

ちどり保育所 8 24 59 91

志知保育所 13 31 40 84

ファミリーサポート - - - - - - - - - - - - 0

合計 21 55 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175    
＊ファミリーサポートクラブは、平成 28 年度実績 16 人。 

 

 

（９）病児・病後児保育事業              ≪子育て支援課≫ 

                      単位：人日／年 

29進捗 29計画

①量の見込み 0 333

②確保方策 0 333

②-① 0 0  
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（10）ファミリー・サポート・センター事業   ≪子育て支援課≫  資料４ 

 

  ◇平成２９年１２月より開設予定             

  ◇拠点：南あわじ市子育て学習・支援センター（ゆめるんセンター） 

                         単位：人日／年 

   

2 9 進 捗 2 9 計 画

①量の見込み 0 169

②確保方策 0 169

②-① 0 0  
 

（11）妊婦健康診査                      ≪健康課≫ 

     

    制度改正により、償還払いから平成２７年 4 月より助成券方式を導入。 

  

                   単位：人、回／年  （平成 29 年 6 月末現在） 

29進捗 29計画

①量の見込み 359 359

妊婦健康診査 234 359

健診回数 882 4,620

②-① ▲ 125 0

②確保方策

 
 

☆妊婦健康診査：234 人、健診回数 882 回の内訳 

平成 28 年度交付分（ 62 人）の健診回数 126 回 

平成 29 年度交付分（172 人）の健診回数 756 回 

 

     ※参考：平成 29 年 4 月より助成券交付数 86 人 

      

 

 

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業         ≪子育て支援課≫ 

 

 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

 

≪子育て支援課≫ 
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市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直しについて 

１．考え方 

（１）基本指針(注 1)により「法の施行後、支給認定を受けた保護者の認定区分ご

との人数が、・・・認定区分に係る量の見込みと大きく乖離している場合に 

適切な基盤整備を行うため、計画の見直しが必要となる。」 

 

   (注 1)基本指針･･･教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整 

備並びに子ども・子育て支援給付及び地域子ども・子育て支 

援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成二 

十六年内閣府告示第百五十九号） 

 

（２）平成２９年６月２日「子育て安心プラン」(注 2)公表による待機児童解消す

るための受け皿整備を踏まえて、潜在的な保育ニーズを把握した上での適

切な見直し作業を進める。 

 

(注 2)子ども安心プラン･･平成 30 年度～平成 31 年度の２年間で待機児童解消

するための必要な受け皿約 22 万人分の予算を確保し、

平成 34 年度末までの５年間で 25～44 歳の女性就業

率80％に対応できる約32万人分の受け皿を整備する。 

 

 （３）地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」の見直し 

    事業の実施状況や利用状況等に照らし、必要に応じて見直しを行う。 

◇放課後児童クラブ・・・利用の申込みや登録児童・待機児童の実績値の分析

や地域の実態に応じ、保育所の新設や大規模マンションの新設等、今後、量

の見込みを大きく変動させ得る要因の動向の分析を踏まえ、見直しを行う。 

◇延長保育事業・病児保育事業・・・保育所等の整備量の拡大に応じ、見直

しを行う  

◇一時預かり事業・・・一時預かりを行う幼稚園の拡大や、利用実績等から

予測される利用する家庭類型の割合、専業主婦（主夫）家庭等の増減見込

み、実際の利用状況等を踏まえ、必要に応じ、見直しを行う  

◇利用者支援事業・・・昨年度、厚生労働省で行った「保育所等利用待機児

童数調査に関する検討会」示されたとおり、保護者の意向を丁寧に確認し、

潜在的な保育ニーズを適切に把握するためには保育コンシェルジュの活用

が重要であることを踏まえ、見直しを行う。 

◇地域子育て支援拠点事業・・・実施・利用状況等により必要に応じ、見直

しを行う 

◇妊婦健康診査・・・実施・利用状況等により必要に応じ、見直しを行う。 
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２．見直しの要否の基準 

◇平成２８年４月１日時点の支給認定区分ごと（３号認定は、０歳児と   

１・２歳児ごと）の子どもの実績値と計画の見込みのかい離について 

 

３つの認定区分 

 １号認定・・・満３歳以上の学校教育のみ（保育の必要性なし）の子ども 

 ２号認定・・・満３歳以上で、保育の必要性の認定を受けた子ども 

        →２号（教育）：保育を必要とするが幼稚園を利用する子ども 

        →２号（保育）：保育を必要とする子ども 

 ３号認定・・・満３歳未満で、保育の必要性の認定を受けた子ども 

 

１０％以上かい離がある場合 

  →原則として、見直しが必要。ただし、形式的には 10％以上のかい離がある場

合に該当しても特別の事情がある場合には、見直しを行わないこともできる。 

 

１０％のかい離がない場合 

→見直し不要だが、下記の①もしくは②に該当する場合は、上記の１０％以上

かい離がある場合に準じて、見直しが必要 

① 平成 29 年度以降も引き続き受け皿の整備を行わなければ、待機児童等の

発生が見込まれる場合 

② 既に市町村計画において年度ごとに設定した目標値を超えて整備を行っ

た年度がある場合 

 

（参考）教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の整備並びに子ども・子育て

支援給付及び地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成

二十六年内閣府告示第百五十九号）  

第三 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項  

六 その他  

３ 子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検及び評価  

（略）  

法の施行後、支給認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、二の２の（一）又は四の２の

（一）により定めた当該認定区分に係る量の見込みと大きく乖離している場合には、適切な

基盤整備を行うため、計画の見直しが必要となる。このため、市町村は、支給認定の状況を

踏まえ、計画期間の中間年を目安として、必要な場合には、市町村子ども・子育て支援事業

計画の見直しを行うこと。都道府県においても、市町村子ども・子育て支援事業計画の見直

し状況等を踏まえ、必要な場合には、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の見直しを

行うこと。なお、この場合において見直し後の子ども・子育て支援事業計画の期間は、当初

の計画期間とすること。 
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支給認定区分ごとの子どもの実績値と計画の見込みのかい離について 

１．教育・保育施設                 平成 28 年４月１日時点 

（１）幼稚園及び認定こども園（保育の必要のない児童）         

１）幼稚園（公立３園・私立１園）      

      １号（３歳以上）１０１人（湊・津井・志知）+４人（淡路さゆり）   

２）幼保連携型認定こども園（公立１園・私立２園）    

      １号（３歳以上）２人（伊加利）+１人（松帆南） 

  ※確認を受けない幼稚園（洲本市：柳幼稚園）１５人を含む。 

                            単位：人 

28.4.1時点 28計画 差引

①量の見込み 合計 119 123 4

1号 119 40 ▲ 79

2号（教育） 0 83 83

②確保方策 教育・保育施設（幼稚園、認定こども園） 123 123 0

②－① 4 0 ▲ 4
 

（２）保育所及び認定こども園（保育の必要な児童）     

保育所・保育園（公立 11 園･私立 1 園）   

幼保連携型認定こども園（公立１園・私立２園） 

小規模保育所１ヵ所、事業所内保育所 2 ヵ所           単位：人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.4.1時点 28計画 差引

①量の見込み 合計 1,308 1,312 4

2号（保育） 1,017 1,014 ▲ 3

3号（0歳） 14 21 7

3号（1～2歳） 277 277 0

②確保方策 合計 1,308 1,312 4

教育・保育施設（保育所、認定こども園） 1,284 1,306 22

2号（保育） 1,011 1,014 3

市内 993 994 1

広域利用受入 18 20 2

3号（保育） 273 292 19

市内 269 282 13

広域利用受入 4 10 6

地域型保育事業（小規模保育・事業所内保育） 24 6 ▲ 18

2号（保育） 6 - ▲ 6

3号 18 6 ▲ 12

②－① 0 0 0

合計について、 

かい離なし。 

１号と 

２号（教育）との 

内訳にかい離が 

生じている。 

合計について、 

かい離なし。 

 

３号（0 歳）は、 

４月以降、 

徐々に認定が 

増加する傾向有。 

 

※ 

平成 27 年度実績 

平成 28 年度実績 

平成 29 年度進捗 

   を参照 



- 16 - 

 

３．見直しの手順 

（１）実績値の把握 

  見直しの要否における「支給認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数」 

＜１号認定子ども＞ 

   計画における「量の見込み」の中に、支給認定を受けずに、子ども・子育て

支援新制度に移行していない私立幼稚園を利用する子どもの数も含まれてお

り、「実績値」に当該子どもの数を加える必要がある為、適切な把握に努める。 

＜２・３号子ども＞ 

   認定を受けた後に利用調整を行うことから、認定実績を「実績値」とする。 

   認可外保育施設等に保育については、把握している場合には、必要に応じて

「実績値」に含める。 

（２）把握した「実績値」と計画の「量の見込み」の比較 

（３）要因分析及び補正 

   平成３１年度末までの①推計児童数と②平成２８年４月時点の１号～３号の

支給認定区分ごとに、児童数に占める支給認定子どもの割合を踏まえ数値を

補正。 

４．見直しの方法 

（１）推計児童数                     （南あわじ市） 

   平成 27 年及び平成 28 年の４月１日の計画時の推計値と実績値を比較 

   

平 成 3 0 年平 成 3 1 年平 成 3 2 年

実 績 推 計 実 績 推 計 実 績 推 計 推 計 推 計 推 計

0 歳 児 3 5 8 3 5 2 3 6 7 3 4 6 3 4 3 3 3 6 3 3 0 3 2 3 3 1 4

1 歳 児 3 4 4 3 7 2 3 7 0 3 6 5 3 8 1 3 5 9 3 4 9 3 4 3 3 3 6

2 歳 児 3 4 4 3 4 6 3 4 7 3 7 5 3 6 8 3 6 8 3 6 2 3 5 2 3 4 6

3 歳 児 3 9 8 4 0 1 3 5 0 3 4 8 3 4 5 3 7 7 3 7 0 3 6 4 3 5 4

4 歳 児 3 9 1 3 9 0 3 9 9 4 0 1 3 5 7 3 4 8 3 7 7 3 7 0 3 6 4

5 歳 児 3 7 3 3 7 6 3 9 5 3 9 3 3 9 7 4 0 4 3 5 1 3 8 0 3 7 3
就学前児童合計 2 , 2 0 82 , 2 3 72 , 2 2 82 , 2 2 82 , 1 9 12 , 1 9 22 , 1 3 92 , 1 3 22 , 0 8 7

6 歳 児 3 7 9 3 7 8 3 7 0 3 7 6 3 8 9 3 9 3 4 0 4 3 5 1 3 8 0

7 歳 児 3 9 5 4 0 0 3 8 4 3 7 7 3 7 1 3 7 5 3 9 2 4 0 3 3 5 0

8 歳 児 3 9 5 3 9 8 3 9 3 4 0 0 3 8 6 3 7 7 3 7 5 3 9 2 4 0 3

9 歳 児 4 0 7 4 1 6 3 9 7 3 9 9 3 9 2 4 0 1 3 7 8 3 7 6 3 9 3

1 0 歳 児 4 1 6 4 2 3 4 0 6 4 1 6 3 9 9 3 9 9 4 0 1 3 7 8 3 7 6

1 1 歳 児 4 1 5 4 2 0 4 1 3 4 2 0 4 0 1 4 1 3 3 9 6 3 9 8 3 7 5
就学児童合計 2407 2 , 4 3 52363 2 , 3 8 82 , 3 3 82 , 3 5 82 , 3 4 62 , 2 9 82 , 2 7 7

総 合 計 4 , 6 1 54 , 6 7 24 , 5 9 14 , 6 1 64 , 5 2 94 , 5 5 04 , 4 8 54 , 4 3 04 , 3 6 4

平 成 2 7 年 平 成 2 8 年
児 童 年 齢

平 成 2 9 年

 

※推計：住民基本台帳（各年３月現在をもとに、コーホート変化率法を用いた推計） 

※実績：住民基本台帳（各年３月末現在の数値） 
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（２）支給認定割合の補正の考え方 

   平成 27 年度・平成 28 年度のトレンドや政策動向、地域の実情等を踏まえる

ことが必要。 

 

 ＜１号認定子ども＞ 

   女性の就業増加により、従前幼稚園を利用していた層が保育所等の利用を希

望する場合があることに十分留意の上、地域の実情等を踏まえた適切な補正

が必要。 

 

＜２・３号認定子ども＞ 

   ３号認定子どもについて、０歳と１・２歳ごとに、保育認定事由ごとの増減

を分析、かい離が生じた要因の保育認定事由を把握する。 

 

５．必要利用定員総数の確保のための運用上の工夫 

 ① 保育所や認定こども園の新規整備後、４・５歳児定員については、定員割れが生

じる一方で、０～２歳児については、定員超過が生じることが多いことに鑑み、運

営開始後１～３年目については、４・５歳児定員を少なく設定し、２年目以降につ

いては、入所児童の進級に伴い、４・５歳児の定員の増加を図るなど、施設側と調

整し、地域の保育ニーズに伴い、柔軟な定員設定を行うこと。 

 

 ②必要利用定員総数について、平成 31 年度の必要利用定員総数が、平成 30 年度の

必要利用定員総数以上である場合には、認可に係る需給調整において、各年度の必

要利用定員総数に基づき認可を行うのではなく、計画期間の終期である平成 31 年

度の必要利用定員総数に基づき行うこととすること。（省令・基本指針を改正予定）  

 

③幼稚園における３～５歳児に対する預かり保育の充実や各種事業を活用した０～

２歳児の受入れは、待機児童解消に資する重要な取組であり、以下のとおり、保育

の受け皿の確保策として位置付けることを可能とする予定であることから、これも

踏まえ、都道府県と市町村が連携して、事業者との情報交換・意見交換を十分に行

った上で、積極的な対応を検討すること。（基本指針を改正予定）  

ア 幼稚園において、預かり保育の充実（長時間化・通年化）により、保育を必要

とする子どもの預かりニーズにも適切に対応可能であると認められる場合には、

２号認定子どもに関する受け皿の確保策として位置付け、計画に計上することを

可能とすること。  

イ 幼稚園において、子育て安心プランに基づく一時預かり事業（幼稚園型）によ

る２歳児受入れや、「幼稚園における長時間預かり運営費支援事業」による０～

２歳児受入れを行う場合には、３号認定子どもに関する受け皿の確保策として位

置付け、計画に計上することを可能とする。 


